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みんなが主役 みんなですすめる「まちづくり」

議 会
市の意思決定機関

市民の代表として
条例や予算などを決めます

三者がお互いの知恵と力を出し合い、
参画と協働、情報の共有により

まちづくりを進めます
行 政

みんなのサポート役

福祉や公共事業など、市民の
ための事業を行います

合志市自治基本条例とは
自治とは、“自分たちのことは自分たちで決めること”。地方
自治体には自主と自立が、市民一人ひとりには自治の主権者
であることの自覚と行動が求められています。
この条例は、市民が身近なところから「まちづくり」に参画
することを基本に、市民・議会・行政がお互いに協力して、
よりよい「まちづくり」を行うための基本的な考え方や大切な
ルールを定めた、本市の自治に関する最高規範です。

▲条文と解説

「将来にわたってみんなが
住みやすいまちの実現」

住みやすいまちを実現するため
に、市民みんなが関わるさまざ
まな活動を「まちづくり」とい
います。
具体的なまちづくりの活動例を
裏面で紹介しています。

市 民
（市民・市民活動団体・事業者など）

まちづくりの主役

主権者である自覚を持って
行動します
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みなさんにも取り組めるまちづくりは、身近にたくさんあります。自治会・消防団・PTA・ボ
ランティア団体などに加入し、自分たちのまちの課題（問題）を解決するために行う活動も、
大切なまちづくりの活動です。市民のみなさんの連携の輪を広げていきましょう。

行政と市民のみなさんの情報共有

行政（市役所）は、市政やまちづくりに関する情報を分かりやすく市民の皆さんに伝える
ために、さまざまな情報発信をしています。積極的に情報収集をして参加しましょう。

広報こうし ウェブサイト
（ホームページ）

公式SNS

まちづくりに参加する第一歩は、地域の情報
を知ることだね。
必要な情報を知りたいとき、どうしたらいい
のかな？

・ごみの分別や
収集所の掃除
をする。
・地域の清掃活
動に参加する。

・地域の防犯パトロール
や、ひとり暮らしの高
齢者・こどもたちの見
守り活動をする。

・自治会活動や地域
のイベント、市民
講座、防災訓練な
どに参加する。

・広報紙やホームページを見る。
・選挙に行き、市長や議員を選ぶ。
・市役所のアンケートに答える。
・パブリックコメントで意見する。
・市が募集する各種委員に応募する。
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